
2019 年 3月 4日 郡山市 福島県 ニセフ協会 包括連携協定を締結し した 

 

郡山市 い ゲ郡山市 ち く 基本指針コ 推進 あた 、SDGs

（持続可能 開発目標） 定 17 るル 具体的 169 タる ッ
ト 達成を目指し、本市 課題を世界共通 目標 あわせ 解決す た 、
基本指針 基 く様よ 施策を展開し 、大綱Ⅲゲ学び育 子 た
ち 未来コ 目指す子 健や 成長を支援す た 、2018 年（平
成 30 年）4 月 ゲ郡山市子 条例コを施行し した。 

本条例 目的 、1994 年 批准したゲ児童 権利 関す 条約コ 精神
っ 、子 を第一 考え ち く を推進す こ 、子

すこや 成長し、自立 社会を実現す こ を目的 し い
す。 

た、福島県 ニセフ協会 い ゲ児童 権利 関す 条約コ 定
い 様よ 子 権利 実現を目指し 、条約 理念を推進す 

た 普及啓発活動を実施し い す。 

郡山市 福島県 ニセフ協会 、子 健や 成長し、自立 社会 実現 た 包括
連携協定を締結し、双方 資源を有効 活用した協働 取 組 を推進し 参 す。 
 

※都道府県 ニセフ協会 地方自治体 協定 全国初 

 

 

設立年月日 
� 2003 年 9 月 25 日（日本 ニセフ協会福島県支部） 

� 2011 年 4 月 1 日（福島県 ニセフ協会 組織変更） 
  

設立目的 
� ニセフ 広報・啓発活動、募金活動 

（日本 ニセフ協会 協力協定を締結し、 ニセフ 趣旨 基 、 ニセフ
協力活動を推進す こ を目的 し、地 社会文化 根付いた活動を実施す ） 

  

活動内容 

� 国際交流 ベント 開催 

� 国際理解講師 派遣 

� ボランテ 登録制度 
 

※ 益財団法人日本 ニセフ協会 、世界 け ニセフ（国際連合児童基金）活動を支援す
た 、日本 い 寄附募集、広報・啓発活動等を実施 

 

 

○連携事業概要 

(1) ゲ郡山市子 条例コ、ゲ児童 権利 関す 条約コ 理念 推進 関す こ 。 

(2) SDGs 及びセるフ ミ ニテ 推進 関す こ 。 

(3) ニセフ事業 普及啓発 関す こ 。（こ や 広 連携中枢都市圏へ 情報提供） 

(4) 郡山市 情報発信 関す こ 。  
 

※こ や 広 連携中枢都市圏 、郡山市及び近隣 14 市町村 、地方自治法 連携協約制

度 基 将来 渡 地 経済を持続可能 す 連携中枢都市圏 形成を推進す

、2019 年（平成 31 年）1 月 23 日 連携協約を締結 

［構成］郡山市（中心市）、須賀川市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、      
石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、（二本松市） 
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【子 条例】

SDGs推進事業
【健康 安全
環境 保】

教育
【子 権利 保】

保健福祉
【健康 安全
環境 保】

国際化
【高等教育機関 連携】
【国際交流協会 連携】

【募金活動】

市民協働
【ボランテ 活動】

人権啓発
【子
権利保障】

セるフ ミ ニテ
【子 安全 保】

連
携 

福島県 セ 協会 
日本 セ 協会 

1. 包括連携協定の趣旨 

2. 福島県 セ 協会の概要 

3. 連携 い  

4. 郡山市 福島県 セ 協会 の連携 メる 図 

→「子 も やさしい空間」ワるク ッ
共催 

→「子 もの貧困を考え 学習会」共催 
→子 もの命 健康を守 活動の推進 

→パるト る ッ の構築 
→ セ ＳＤＧｓ学習会開催 

→教育機関（小中高等） 
の セ 活動の    

普及・啓発 

→子 もの命 健康を守 活動の推進 
→災害時 おけ 保健衛生活動の連携 
→経済的困窮者の自立 向けた支援 

→市の各種 ベント おけ セ 活
動の展示 る 開設 

→連携中枢都市圏への セ 活動の普
及・啓発 

→募金活動の拡大  
→国際理解講座の共催 

→市職員・ 法人等を活
用したボランテ 活動の
推進 

→子 もの権利（生き 権利・育
権利・守 権利・参加す
権利）の啓発活動推進 

→子 もの安全対策委員会 の
連携 

→交通安全・防犯・安全 居場
所の 保等の事業の展開 

国内外の多様 主体 のパるト
る ッ 「子 も  

やさしいまち」 く の推進 「あすまちこお やま 
（郡山市まち く 基本指針）」 


